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アメリカ合衆国におけるハワイ先住民の法的地位 ⑴

落 合 研 一

1.はじめに

アメリカ合衆国のインディアンに関する法制度をインディアン法（In-

dianlaw）という。インディアン法は、合衆国内に居住するインディア

ン部族（tribe）や、それに属するインディアン個人の法的地位、部族政

府と合衆国政府との関係、部族およびその成員と合衆国、各州、合衆国

市民とのあらゆる相互関係を規制する法律全般をいう 。

合衆国商務省にある国勢調査局（BureauoftheCensus）の2010年の

調査によれば、合衆国における「インディアン（AmericanIndianand

AlaskaNative）」はおよそ522万人で、総人口の1.7％を占めているにす

ぎない。それでも、合衆国政府から承認（recognize）されている部族は

566、保留地（reservation）も344あり、インディアンのおよそ３分の１

が保留地に居住している 。また、ハワイ先住民および太平洋諸島民

（NativeHawaiianandOtherPacificIslander）はおよそ120万人であ

り、合衆国の総人口に占める割合は0.4％にあたる 。

本稿は、このハワイ先住民のアメリカ合衆国における法的地位を検討

するものである。２章以下において詳しく確認するが、合衆国において、

合衆国議会の定めたインディアン法の主体、あるいは同法に基づく合衆

国政府のインディアン施策の対象は、一般的に、合衆国によって承認さ

れている部族とその成員のみである。16世紀になって、ヨーロッパ人が

アメリカ大陸に到来する以前から、その大陸にはインディアンが居住し

ていた。18世紀末にイギリスから独立した13の植民地は、それぞれ主権

を有する「邦（state）」となり、合衆国を成立させる以前からインディア

ンと交渉していた。他方、合衆国がハワイ先住民と交渉するようになる

のは19世紀以降であり、ハワイ諸島が合衆国の州となったのは1959年の

ことである。このように歴史的経緯がインディアンと異なることもあり、
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ハワイ先住民は、合衆国から部族として認定されていない。2000年、ハ

ワイ州選出のアカカ（DanielK.Akaka）上院議員とイノウエ（DanielK.

Inouye）上院議員によって「ハワイ先住民政府再組織法（Native

HawaiianGovernmentReorganizationAct）」案 が提出された。この

法案は、基本的に合衆国政府による部族の認定を求めるものだが、これ

までに可決されたことはなく、現在もなお審議が続いている。

ハワイ先住民は、なぜ合衆国による部族の認定を求めるのか。このこ

とを明らかにするためには、合衆国のインディアン法ないしインディア

ン制度において部族として認定されるメリットをまず確認しなければな

らない。そして、部族の認定を求めざるをえないハワイ先住民の事情も

確認する必要がある。もっとも、合衆国による部族の認定を求めること

について、ハワイ先住民には様々な意見がある。合衆国およびハワイ州

により、ある程度のハワイ先住民政策が既に確立されていることもあっ

て、現在の制度における施策の拡充を求めるハワイ先住民も少なくない。

したがって、本稿では、合衆国が部族として認定していないにもかかわ

らず、ある程度のハワイ先住民政策が確立されてきた経緯や理由につい

ても確認しなければならない。

なお、合衆国のインディアン施策は、近年になって、その正当性に関

する批判にさらされるようになった。このような批判はもっぱら訴訟を

とおして示されているが、そこでは、インディアン部族とその成員のみ

を対象とする施策が合衆国憲法に定められた「法の平等な保護（equal

protectionofthelaw）」に違反している、と主張されている。このこと

は、合衆国やハワイ州が実施しているハワイ先住民政策についても同様

であって、ハワイ先住民が部族として認定されていないことから、その

状況はより深刻である。本稿では、このような訴訟における合衆国最高

裁の判例にも注目し、合衆国においてインディアンのみを対象とした施

策が正当化されている理論を明らかにする。

以上のような作業をとおして、アメリカ合衆国におけるハワイ先住民

の法的地位、あるいはハワイ先住民が抱えている法的課題について検討

してみたい。

２章では、現在の合衆国のインディアン法の枠組を理解するために、

合衆国の成立から現在までのインディアン法およびそれに基づくイン

ディアン政策の変遷を概観する。
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2.アメリカ合衆国における先住民族政策の変遷

1492年、コロンブス（ChristopherColumbus）がバハマ諸島に到達し

た。インドを目的地としてスペインのバロスから大西洋に出航したコロ

ンブスは、新大陸の発見という認識のないまま、上陸した地をサンサル

バドル、そこに暮らしていた人々をインディオと名づけた。1503年、イ

タリアの航海者アメリゴ・ヴェスプッチ（AmerigoVespucci）が『新世

界』を公刊し、コロンブスの到達した地がインドを含むアジア大陸では

なく新大陸であると宣言すると、1507年に『世界誌序説』を著したドイ

ツの地理学者ヴァルトゼーミュラー（MartinWaldseemuller）は、アメ

リゴにちなんで、付録の世界地図に描かれた新大陸をアメリカとした。

ヨーロッパ人にとっての「新大陸」は、このようにしてアメリカとよば

れるようになった 。

ヨーロッパ人がアメリカ大陸を「発見」した15世紀末、現在のアメリ

カ合衆国とカナダの領土にあたる地域には、200万人から500万人のイン

ディアンが居住していたと推定されている 。現在のアメリカ合衆国50州

のうち、26の州名がインディアンの言語に由来しているといわれるが 、

このことは、まさにアメリカ大陸のいたるところに、様々なインディア

ン集団が居住していたことを示唆している。

イギリスから独立したアメリカ合衆国がその規模を拡大させてゆくプ

ロセスは、このように、アメリカ大陸のいたるところに居住していたイ

ンディアンの土地を獲得してゆくプロセスであった。基本的に合衆国の

利益がインディアンの不利益となる関係にあって、合衆国内に居住する

インディアンは保護されるべき集団なのか、それとも、衰退してやがて

消滅する集団、あるいは消滅させるべき集団なのか。アメリカ合衆国の

インディアン政策、あるいはその基礎を提供するインディアン法は、こ

のような緊張関係にある両認識の間で重心移動をくりかえしてきた。そ

のモーメントこそが、現在のインディアン政策の持続性を楽観できない

要因となっている。本章では、合衆国の成立以降のインディアン集団、

あるいはインディアン個人の法的地位の変化に留意しつつ、インディア

ン政策ないしインディアン法の重心移動をたどる。

⑴ 国家対国家の関係

イギリスは、新大陸で発見された土地を国王のものとしたが、インディ
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アンがその土地に居住する権利を保障する法律を定め、インディアン集

団を主権国家として認めていた。つまり、イギリスとインディアン集団

は、「国家対国家（nationtonation）」の関係にあった 。

アメリカ大陸において植民地を経営していたイギリスおよび他の諸国

は、様々な部族と条約（treaty）を締結していたが、入植者の増加によっ

て植民地の領域が拡張するにつれて、インディアンは、土地や財産のは

く奪といった入植者による不正な行為に苦しむようになった。インディ

アンと戦争になれば長期化して費用もかさむと考えたイギリスは、フラ

ンスがインディアンとの関係を深めつつあったこともあり、入植者の横

暴からインディアンを保護するようになった。そのため、独立戦争では、

ほぼすべてのインディアンがイギリスに加担することになる。

1776年、アメリカ東部の13の植民地がイギリスからの独立を宣言し、

それぞれ主権を有する邦になった。邦は、報復をもくろむインディアン

と邦内に暮らす市民との不和や、存在を脅かされているインディアンを

支援して邦内の安定を妨げようとする諸国の動向に苦慮していた。独立

を宣言した脆弱な国家がイギリスに対抗するためには団結する以外にな

く、13の邦は、1781年に連合規約（ArticlesofConfederation）を成立

させた 。インディアンと入植者の紛争を抑えて連合を安定させるには、

イギリスが認めていたインディアン集団との「国家対国家」の関係を維

持し、インディアン集団との交渉を連合に委ねるべきであると考えられ

た。そのため、13州による連合規約は、インディアンについて規制する

唯一の排他的権限を連合会議に与えている 。合衆国憲法においても、

「外国との通商ならびに各州間およびインディアンの部族との間の通商

を規制する」権限が合衆国議会に（合衆国憲法１編８節３項）、「上院の

助言と承認を得て、条約を締結する」権限が大統領に（同２編２節２項）、

それぞれ与えられることになった 。

インディアンについて規制する権限を与えられた合衆国議会は、1790

年から1834年にかけて、インディアンとの通商に関する法律を立て続け

に制定し、インディアン法の基本的な枠組を確立した。これらの法律の

内容は、基本的に、インディアンと非インディアンを区別し、相互のあ

らゆる関係を合衆国政府が規制するというものであった。具体的には、

非インディアンによる侵害からインディアンを保護するため、インディ

アンの生活領域をインディアン・カントリー（Indiancountry）としてそ

の境界を定め、非インディアンが憲法の定める手続を経ていない条約を
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締結して境界内の土地を獲得すること、境界内の土地を購入すること、

境界内に居住すること、狩猟や放牧のために立ち入ることを禁止すると

ともに、これに違反した非インディアンを合衆国刑法に基づいて処罰し、

その損害については合衆国政府が賠償する、というものであった。これ

らの法律は、インディアンと非インディアンの通商を規制するものだっ

たが、インディアン・カントリーの境界内におけるインディアンの行為

については、何ら制限していない 。したがって、インディアン集団の主

権を尊重する「国家対国家」の関係は、ここでも維持されていたといえ

よう。なお、1824年には、インディアンに関する事項を管轄する政府機

関として、陸軍省（WarDepartment）にインディアン局（Bureauof

IndianAffairs）が設置されている 。

しかしながら、急激に数を増していた非インディアンとインディアン

との衝突は、以上のような政策よっても抑えきることができず、さらな

る土地の獲得を求める非インディアンの動向は、加速するばかりであっ

た。そこで、合衆国政府は、ミシシッピ川より西の土地にインディアン

を移住させることにより、非インディアンのための土地を獲得しようと

試みるようになった。

⑵ 国内従属国家

既述のとおり、イギリスから独立した合衆国も、インディアン集団と

の関係を「国家対国家」の関係とみなし、インディアン・カントリーを

設けてその境界内に居住するインディアンを保護しながら、インディア

ンと非インディアンとの関係を規制してきた。

しかし、1829年３月にジャクソン（AndrewJackson）が大統領に就任

すると、アメリカ大陸の東部に居住するインディアンを西に移住させる

ことが、正式に「19世紀の合衆国を支配するインディアン政策」 となっ

た。ジャクソン大統領による積極的な働きかけもあって、1830年５月、

合衆国議会は、「インディアン移住法（IndianRemovalAct）」 を可決

した。同法は、インディアンの土地とミシシッピ川より西の土地を交換

する条約を締結するため、東部に居住するインディアン・ネーション

（Indiannation）と交渉する権限を大統領に与えた。

条約を締結しなければならなかったとはいえ、これ以降、合衆国政府

は、圧倒的な軍事力を背景とした交渉によって、あるいは利益の供与を

約束することによって条約に合意させ、それまで暮らし続けてきた土地
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から遠く離れた地域にインディアン・テリトリー（Indianterritory）を

設け、インディアンをそこに移住させるようになった。

条約の締結により合衆国との法的関係を有していたインディアン集団

をインディアン・ネーションという 。インディアン移住法が成立して以

降、合衆国がインディアン・ネーションと条約を締結した目的は、もっ

ぱら交渉によって平和裡にインディアン・カントリーの土地を獲得する

ことにあった。合衆国は、土地を譲渡させる代わりに、合衆国の保護す

るインディアン・テリトリーを設けること、インディアン・ネーション

の主権を尊重すること、ネーションの成員に福利を提供すること等を約

束した 。このように、合衆国と条約を締結したインディアン・ネーショ

ンは、インディアン・カントリーとしての土地を譲渡する代わりにイン

ディアン・テリトリーを与えられたわけだが、インディアン・カントリー

という概念は、「合衆国政府の管轄するインディアン保留地の境界内にあ

るすべての土地」 や、「インディアンの権利が消滅していないすべての

インディアンの割当地」 等を意味するものとして、現在も存続してい

る。

合衆国最高裁によれば、条約は、「インディアンに権利を与えるもので

はなく、インディアンから（合衆国に）権利を与えるもの」 である。し

たがって、インディアン・ネーションには、条約に記された権利以外の

諸々の権利が留保されていることになる。つまり、一般の主権国家が有

している権利は、条約によって明らかに消滅したもの以外、インディア

ン・ネーションにも留保されていると推定されていたわけである 。しか

し、「インディアンの利益を優先させて決定したといえるならば、合衆国

議会は条約を破棄することができた」し、「インディアンに関する事項を

規制する完全な権限が合衆国議会に与えられている以上、部族の土地を

はく奪する法律の制定を促進させる合衆国議会の真意を裁判所が審査す

ることはできず、たとえ権利侵害が生じたとしても、その救済を裁判所

に求めることはできない」とも判示している 。

合衆国政府は、いくつかの異なるインディアン集団が居住していた地

域について、言語が共通しているならばそれらをひとつの集団にまとめ

ることとし、それぞれのインディアン集団から「首長（chief）」を選出し

て、その者を説得することで集団の合併と移住を定めた条約に調印させ

たともいわれている 。インディアン集団の移住先として設けられたイ

ンディアン・テリトリーは、現在の保留地の基礎となっている。合衆国
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政府は、いくつかの異なるインディアン集団を、それらが敵対関係にあっ

たとしてもひとつのインディアン・テリトリーないし保留地に移住させ、

ひとつのインディアン集団とみなしたことから、インディアン・ネーショ

ンとしてのまとまりは、曖昧なものとなったといわれる 。

① チェロキー・ネーション対ジョージア州事件

ところで、国内に続々と移住してくる人々のために、合衆国がインディ

アン・カントリーの土地の獲得を模索しはじめた頃、合衆国の各州も同

じ課題を抱えていた。チェロキー・ネーションが居住していたジョージ

ア州もその例外ではなく、当時、合衆国の州でもっとも広大な面積を有

していたにもかかわらず、フロンティアに移住する人々のために土地を

獲得する必要性に迫られていた。そのジョージア州がチェロキー・ネー

ションから土地を獲得しようともくろむのは、当然の成り行きであった。

とはいえ、チェロキー・ネーションと条約を締結してその土地を獲得し

うるのは、合衆国に限られていた。そこで、ジョージア州議会は、1829

年から30年にかけて、州内に居住するチェロキー・ネーションの人々が

自ら立ち退くように意図して、州法の適用をネーションに拡大させる法

律を立て続けに制定した。チェロキー・ネーションは、合衆国政府に保

護を求めたが、インディアンの移住による土地の獲得をインディアン政

策の目的としたジャクソン大統領もジョージア州を支持したことから、

州法執行の差止命令を求めて合衆国最高裁に訴訟を提起した。これが

チェロキー・ネーション対ジョージア州事件である 。

チェロキー・ネーションは、訴訟において、①ネーションは合衆国に

も州にも忠誠の義務を負わない外国である、②ネーションが主権国家で

あることは合衆国との諸条約においても承認されている、③ネーション

はヨーロッパから白人が到来する以前よりテリトリーを所有してきた、

④ネーションに州法の適用を拡大させるジョージア州法はネーションと

合衆国が締結した条約に違反しており、合衆国法および条約が州法に優

先することを定めた合衆国憲法６編に違反する、と主張した。

この訴訟は、「大使その他の外交使節および領事が関係する事件ならび

に州が当事者であるすべての事件について、最高裁判所は第一審管轄権

を有する」と規定する合衆国憲法３編２節２項に基づいて、合衆国最高

裁に直接提起されたものである。チェロキー・ネーションは、「大使その

他の外交使節および領事が関係する事件」とは、すなわち外国が関係す
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る事件であり、ネーションは外国であるから合衆国最高裁に訴訟を直接

提起できると考えたわけである。そのため、マーシャル（JohnJ.Mar-

shall）首席裁判官は、チェロキー・ネーションが合衆国憲法３編２節２

項に基づいて合衆国最高裁に訴訟を直接提起できるかどうか、すなわち、

チェロキー・ネーションが合衆国憲法の意味における外国といえるかど

うか、を争点とした。1831年の合衆国最高裁判決で示されたマーシャル

首席裁判官による法廷意見の要旨は、以下のとおりである。

インディアン・テリトリーは、合衆国の一部を構成していると認められる。ま

た、インディアン・ネーションは、条約において合衆国の保護のもとにあること

を認めている。とりわけ、合衆国の連邦制が確立される以前にニューヨーク邦と

インディアン諸集団との間で締結された条約において、諸集団は、すべての土地

をニューヨーク邦に譲渡し、一定の助成を受けるとともに従属することを認めて

いる。

インディアン・ネーションがその土地に対する権利を、合衆国に対する自主的

な譲渡によって消滅するまで有してきたことは疑いないが、合衆国の境界内にあ

るインディアン・ネーションが厳密に外国といいうるかは疑わしい。より正確に

は、インディアン・ネーションは「国内従属国家（domesticdependentnation）」

ということができよう。インディアン・ネーションは、合衆国がインディアン・

ネーションの意思とは関係なく権原を主張できる土地を占有している。合衆国の

権原は、インディアン・ネーションの占有権が消滅したときに効力を生じる。そ

して合衆国とインディアン・ネーションの関係は、「後見人と被後見人の関係

（guardian-wardrelationship）」にある。

合衆国憲法１編８節３項は、「外国との通商ならびに各州間およびインディアン

の部族との間の通商を規制する」権限を合衆国議会に認めている。本条項におい

て、インディアン部族は、合衆国を構成している州や外国と明確に区別されてい

る。通商を規制する権限の対象は外国、州およびインディアン部族に区別されて

おり、憲法制定会議がそれらを異なるものとみなしていたことは明らかである。

他方、それらの区別が失われたと推定することはできない。

以上のことから、合衆国内のインディアン部族ないしネーションは、憲法の意

味における外国ではなく、したがって、当法廷において訴訟を維持することはで

きない。

この判決によって、インディアン部族ないしネーションは「国内従属

国家（domesticdependentnation）」であり、また、合衆国とインディ

アンの関係は「国家対国家」の関係ではなく、「後見人と被後見人の関係
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（guardian-wardrelationship）」であることが明確になった。インディア

ン・ネーションは、合衆国に従属する条約を締結していることから、居

住している土地を占有しているにすぎず、その土地の所有権は合衆国に

ある。したがって、インディアン・ネーションは、独立国家とは異なり、

土地を合衆国以外の諸国に自由に譲渡できるわけではない。ここに、国

内従属国家であることによる限界が明らかにされている。しかし、マー

シャル首席裁判官は、後見人である合衆国にインディアン・ネーション

を保護する責任があるとしつつも、インディアン・ネーションは州でも

外国でもないというにとどまっており、インディアン・ネーションと州

の法的地位の優劣は必ずしも明らかにされていない。このことは、マー

シャル首席裁判官が合衆国最高裁に訴訟を直接提起するチェロキー・

ネーションの資格のみを判断することにより、州法をチェロキー・ネー

ションに適用することに関する憲法判断を回避していることからすれ

ば、当然の帰結であった 。州法がインディアン・ネーションにも適用さ

れうるかどうかは、以下のウースター対ジョージア州事件合衆国最高裁

判決 において明らかにされている。

② ウースター対ジョージア州事件

キリスト教諸団体は、インディアンをキリスト教に改宗させようと、

インディアン・ネーションに宣教師たちを送りこんでいた。チェロキー・

ネーションでは、北部のキリスト教諸団体の宣教師たちが境界内に居住

して布教活動にあたっていた。北部のキリスト教徒は、一般的に、イン

ディアンを移住させて先祖伝来の土地を獲得しようという合衆国のイン

ディアン政策に批判的であり、宣教師たちもインディアンに同情的だっ

たという。ジャクソン大統領の支持もあり、チェロキー・ネーションに

対して州の権限を拡大させようとしていたジョージア州議会は、このよ

うな宣教師たちをチェロキー・ネーションから締め出すため、1830年12

月、ジョージア州知事の許可を得ることなくチェロキー・ネーションの

境界内に居住することをすべての白人に禁止するとともに、ジョージア

州憲法および州法の遵守を誓約するよう求める法律を制定した。

1831年６月、アメリカ海外宣教師協会（AmericanBoardofCommis-

sionersforForeignMissions）に所属する11名の宣教師たちが、州知事

の許可を得ず、州憲法および州法の遵守を誓約することなくチェロ

キー・ネーションの境界内に立ち入り、州当局によって逮捕された。
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ジョージア州グイネット郡裁判所は、宣教師たちを有罪とし、州刑務所

における４年の重労働を命じた。ほとんどの宣教師たちは、ここで州憲

法および州法の遵守を誓約して釈放されたが、この宣教師団のリーダー

であったウースター（SamuelA.Worcester）牧師は、誓約を拒み続け

たため刑務所に収容された。ウースター牧師は、合衆国が管轄するチェ

ロキー・ネーションに滞在していたにもかかわらず、州法に基づいて自

分を有罪としたジョージア州グイネット郡裁判所の判決について、合衆

国最高裁に上告した 。

州法は、インディアン・ネーションにも適用されうるのか。合衆国最

高裁のマーシャル首席裁判官は、このことを争点として法廷意見を執筆

している。その要旨は、以下のとおりである。

合衆国の条約および法律は、インディアン・テリトリーを諸州のテリトリーか

ら完全に区別されたものとしており、また、インディアンとのあらゆる交渉は、

合衆国政府により独占的に継続されると規定している。これらの州が植民地だっ

た頃、インディアンと交渉する権限は、イギリス国王に帰属していた。独立戦争

後、連合会議は、植民地の代表者会議（convention）によって権限を与えられた

議員によって構成された。当時の人々は、経験に基づいて、すべての人々に関す

る措置は、すべての人々の代表（delegate）によって構成される組織、すべての人々

に信任されうる組織によってなされるべきであると確信していた。このことはす

ぐれて一般的な動向であり、人々は、戦時および平時のあらゆる権限が連合会議

に与えられていると考えていた。連合会議は、イギリスとの関係を解消するとと

もに、植民地連合（UnitedColonies）がそれぞれ独立した邦になることを宣言し

た。邦は、権限の定義が記された文書がなくとも、ヨーロッパ諸国において植民

地連合を代表させるため、外交担当の職員を採用し、ヨーロッパ諸国との条約の

交渉にあたらせた。同様の必要性、同様の原理に基づいて、連合会議は、まず植

民地連合の名義で、のちに合衆国（UnitedStates）の名義でインディアン事項も

管轄することになった。

連合規約は、邦が実際に侵略され、「あるいは、インディアン・ネーションが邦

の侵略を決議したという信 性のある通知を受けない限り、そしてその危険が連

合会議を召集して議論する余裕のないほど急迫したものでない限り、平時と戦時

の権限を議会に委任し、各邦の権限をはく奪する」ことにした。連合規約はまた、

「通商を規制し、インディアンとのあらゆる事項を管理する唯一の排他的な権限

を、植民地連合を構成する邦ではなく、召集された連合会議に与え、邦の立法権

はその制約された範囲内であれば妨げられない」と規定している。

そして、合衆国憲法は、条約を締結し、外国との通商、州際通商、およびイン
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ディアン部族との通商を規制する戦時と平時の権限を合衆国議会に与えている。

これらの権限は、インディアンとの我々の通商の規制に必要なすべてを含むもの

である。これらの権限は、まったく制限されない。

インディアン・ネーションは既に、異なる独立した政治的共同体であって、固

有の自然権を保持しており、ある地方の海岸を最初に発見した者による要求とい

うよりも、他のヨーロッパ諸国との通商からインディアンを排除しようとする抵

抗できない圧力によって押しつけられた土地を除いて、有史以前から明らかに土

地を所有しているとみなされている。まさしく「ネーション」は、インディアン

についてかなり一般的に適用されており、「他の人々と区別された人々」を意味す

る。憲法は、その土地の最高法規として締結される条約だけでなく、既に締結さ

れた条約を宣言することによって、インディアン・ネーションと締結されたそれ

までの条約を承認するとともに、条約を締結しうる権限の序列を認めている。「条

約」と「ネーション」は、我々の用語であり、それぞれを定義し、意味をよく理

解してきた我々によって、我々の外交および立法の手続において選ばれたもので

ある。我々は、世界の他の諸国に適用してきたのと同様に、これらの用語をイン

ディアンにも適用してきた。これらの用語は、すべてのものに同じ意味で適用さ

れた。

インディアン・ネーションは、インディアンの同意のもと合衆国によって消滅

されるまで、インディアンの占有していた土地に対する完全な権利を享有してお

り、インディアン・テリトリーは、条約によって設定された境界線により、イン

ディアンの居住を制限することが特許状で認められていた範囲にあるいかなる州

の領域とも区別されており、テリトリーの境界内において、インディアンはいか

なる州からも侵害されない権利を享有しており、そしてインディアンとの通商を

規制する完全な権限が合衆国に与えられている、といった万人の確信をジョージ

アが黙認していたことは、1802年に締結された譲渡契約をはじめ、ジョージア州

議会が定めた様々な法律からも明らかである。本件で争われているジョージア州

の新しい諸法律は、このような認識を明らかに放棄ものである。

インディアンとの条約がインディアンの自治権を繰り返し認めていたという他

ならぬ事実によって、権力が脆弱であることは、その独立や自治権を放棄するこ

とではない、という原理が確立されていたことは明らかである。脆弱な国家は、

その安全保障のために、統治権を放棄し、国家であることをやめることなく、よ

り強大な国家の保護のもとにはいる。このような実例は、ヨーロッパにおいても

少なくない。ヴァッテル（EmmerichdeVattel）は、「従属関係や封建関係にあ

る国家は、そのために主権を有する独立した国家であることをやめるわけではな

い。自治のための権力、主権を有し独立した権力は、その国家の政府において維

持される」と説いている。現在、ひとつ以上の国家が、ひとつ以上の同盟に基づ

く保障や保護のもとで、自治権を維持しているとみなされている。
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そして、チェロキー・ネーションは、境界が正確に定められたテリトリーを占

有している異なる共同体である。チェロキーの承認や、条約および合衆国議会が

定めた法律の規定における承認がある場合を除き、そのテリトリーにはジョージ

アの法律の効力がおよばず、ジョージアの市民も立ち入る権利を有していない。

合衆国とチェロキー・ネーションとの通商は、我々の憲法および法律により、合

衆国政府に認められている。したがって、州法の適用をチェロキー・ネーション

に拡張させるジョージア州の法律はすべて無効である。

マーシャル首席裁判官は、チェロキー・ネーション対ジョージア州事

件判決において、インディアン・ネーションが「条約において合衆国の

保護のもとにあることを認めている」ことから、インディアン・ネーショ

ンを国内従属国家としたものの、ウースター対ジョージア州事件判決で

は、脆弱な国家が強大な国家の保護のもとにあっても、脆弱な国家の主

権は維持される、という国際法学者ヴァッテルの学説に依拠しながら、

国内従属国家であることによる限界は、あくまでも合衆国との関係にお

けるものであって、州との関係において、インディアン・ネーションは

「境界が正確に定められたテリトリーを占有している異なる共同体であ

る」とし、州法の効力がおよばないことを明らかにした。

⑶ インディアン部族との条約締結の終結

インディアンをミシシッピ川の西に移住させても、それ以上の非イン

ディアンが合衆国に到来した。また、1848年にカリフォルニアで金鉱が

発見されると、いわゆるゴールドラッシュによって、アメリカ大陸西部

の開拓が急速に進んだ。非インディアンの居住地域が西部に拡張するに

したがい、合衆国政府は、保留地からのさらなる移住、あるいは保留地

の土地の割譲に着手せざるをえなくなる。

1871年、合衆国議会は、「以後、合衆国の領土内のいかなるインディア

ン・ネーションないし部族も、合衆国が条約によって交渉しうる独立の

ネーションないし部族もしくは権力として認められ、あるいは承認され

ない」 と定めた法律を可決し、インディアン部族との条約締結を終結さ

せた。合衆国議会は、憲法によって認められている大統領の条約締結権

を制限できなかったが、インディアンとのいかなる条約も承認しないと

いう上院の意思を示すことによって、インディアンとの条約の締結を実

質的に終結させたわけである 。それ以降、保留地は、法律によって、あ
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るいは1919年までは行政命令（executiveorder）により、状況に応じて

設立されることになった 。

保留地は、そもそもインディアンと非インディアンを隔てることに

よって平穏を維持しようと意図されたものだったが、同時に、インディ

アンをヨーロッパ式の近代文明に開化させるための手段であるとも考え

られていた。このことは、インディアンを非インディアンの生活様式に

適応させるため、インディアン管理官（Indianagent）が各保留地に配置

されたことに示されている。インディアン管理官の人事は、宗教的事情

に大きく左右された。1865年から保留地学校が設置されるようになった

が、同校もまた、インディアンをキリスト教徒にすることを目的とした

宗教的組織によって運営されていた。1878年には、インディアンの子ど

もたちを部族の環境から隔離して教育するための全寮制学校が保留地の

外に設立された 。

1883年、インディアンの容疑者を審理する法廷、いわゆる部族裁判所

の設立が認められ、インディアン管理官によって裁判官が任命された。

これらの法廷もその裁判官によって確立された規則も、インディアンの

慣習に倣ったものではなかった 。他方、同年に合衆国最高裁は、イン

ディアン・カントリーにおいてインディアンを殺害したインディアンの

刑事裁判について、部族の裁判管轄のみが認められ、合衆国裁判所の権

限はまったくおよばない、との判決を示し、その理由について、「このよ

うな犯罪を審理する権限は部族の主権に由来しているところ、合衆国議

会は部族の主権を無効とする法律を定めていない」からである、と説明

した 。そこで合衆国議会は、インディアン・カントリーにおけるイン

ディアンによる殺人およびその他の重大犯罪を合衆国刑法違反とし、合

衆国裁判所において審理することを定めた「インディアン重大犯罪法

（MajorCrimesAct）」 を可決させることによって合衆国最高裁に対抗

した。1886年、合衆国最高裁は、「インディアンの容疑者の起訴手続を定

めることは、インディアン部族との通商を規制する合衆国議会の権限に

は含まれない」としながらも、「合衆国政府と部族との信託関係は、部族

に関する事項を規制する義務と権限をともに合衆国に与えている」と判

示して、この法律を支持している 。その結果、紛争解決における部族の

伝統的な機能は、大幅に低下することになった。
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⑷ 一般土地割当法

非インディアンがアメリカ大陸の西に進出し続けるにつれて、イン

ディアン保留地に対する要求はさらに圧力を増し、合衆国政府の保留地

政策は批判にさらされることになった。親インディアン派は、部族の経

済状態が著しく悪化し、部族の成員がみな困窮に喘いでいることについ

て、保留地政策が有効ではないと主張し、反インディアン派もまた、保

留地に指定されている広大な土地から入植者が締め出されていることを

不当と主張するようになった。1853年、インディアン局のメニーペニー

（GeorgeW.Manypenny）局長が、条約の交渉において割当地の規定を

設けようとするのは当然のことであるとの認識を示したことから、合衆

国政府は、条約をめぐる部族との交渉において、インディアン部族が所

有している保留地の土地を分割し、各区画を部族の成員に割り当てて一

定の権利を認める代わりに余剰地を譲渡させようと試みるようにな

る 。そして、1887年、合衆国議会は、ドーズ法（DawesAct）としても

有名な「一般土地割当法（GeneralAllotmentAct）」 を可決した。同法

は、親インディアン派と反インディアン派のいずれをも満足させるもの

だった 。つまり、同法は、部族の成員にそれぞれ土地を割り当てて農業

に従事させることにより、いずれ部族の自給自足が可能になるという親

インディアン派の楽観的想定と、割当地の他に余剰となった保留地の土

地を入植者に売却あるいは貸与できるようにしたいという反インディア

ン派の思惑を整合させたものだった、ということができよう。

一般土地割当法は、保留地の土地のうち耕作可能な土地を分割し、部

族の成員に割り当てる権限を大統領に与えた 。各世帯の世帯主には160

エーカー、18歳以上の単身者および孤児には80エーカー、18歳に満たな

い未成年者には40エーカーの割当地が与えられることになっていた 。

部族の成員は、割当地を選ぶことができ、未成年者の割当地は家族によ

り、孤児の割当地は部族の代理人によって選ばれた 。また、保留地に居

住していない部族の成員や、保留地を失ってしまった部族の成員にも同

条件で割当地が与えられた 。割当地は、25年間は内務省の信託に付され

ることになっており、その間の譲渡や売買は認められていなかったが、

合衆国による課税も免除されていた。割当地の信託責任を負っていた内

務省の長官には、割当地の他に余剰となった土地の譲渡について、「合衆

国とインディアン部族について公正かつ対等に考慮しなければならない
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という条件のもとで」、非インディアンと交渉する権限が認められてい

た。余剰地を譲渡しうる対象は、実際に入植する市民に限られ、160エー

カーが上限とされた 。

翌88年、狩猟、採集、漁撈を生業としてきたインディアンを農業に従

事させるため、合衆国議会は、インディアンに補助金を支給する法律を

可決している。種や農具等、「農業を始めるのに必要なもの」の購入を補

助するために確保された予算は３万ドルであり、3,568名のインディアン

に支給されたというから、インディアンひとりあたりの補助金は10ドル

にもみたなかった。このような補助金の支給は、1891年に予算が１万５

千ドルに減額されると、1892年には打ち切られた 。

一般土地割当法が施行されてから、インディアンが単純不動産権を有

する土地は、急速に減少した。1887年に１億3,800万エーカーあった土地

は、1934年にはわずか4,800万エーカーとなり、そのうち2,000万エーカー

は砂漠であったといわれる 。ほとんどの土地が、保留地の余剰地として

売却されてしまったわけである。さらに、合衆国の課税免除期間であっ

た25年が経過すると、割当地を与えられたインディアンには、合衆国税

を負担しきれずにその土地を売却ないし譲渡する者も少なくなかった。

相手方のほとんどが非インディアンであり、売却価格もきわめて低かっ

た。こうして、割当地を与えられたインディアンのほとんどは、25年を

とおして何らの利益も得られないまま、その割当地から立ち退いていく

ことになった。合衆国との信託関係が維持されていた土地は、非インディ

アンに賃貸され、インディアンがそこで農業に従事することはなかった。

したがって、インディアンを農業に従事させることによってインディア

ンの自給自足を促し、経済状況を好転させるという親インディアン派の

立法目的は、まず達成されなかったといえる。単純不動産権が設定され

た割当地が非インディアンのものとなり、保留地におけるインディアン

と非インディアンの混在を招くことになった。もっとも、土地割当政策

が転換されつつある時期に設立された保留地は、土地の分割を免れるこ

とができた 。

1924年には、「インディアン市民権法（IndianCitizenshipAct）」 が

制定されている。それまでは国内従属国家の部族であるという理由で、

インディアンには合衆国憲法修正14条における市民の定義が適用されて

こなかったが、これによって合衆国で生まれたインディアンは正式な合

衆国市民となり、合衆国市民と部族民という「二重のシティズンシップ」
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を有することになった 。

インディアン市民権法が制定された背景には、第１次世界大戦に合衆

国軍として従軍したおよそ１万人のインディアンたちの貢献があった。

非インディアンと同じように命をかけて戦ったにもかかわらず、イン

ディアンには合衆国憲法上の権利が保障されていない。インディアンを

「一級市民（FirstAmericanCitizen）」として扱わないことは不当であ

る。インディアンたちのこのような主張が合衆国議会に同法の制定を促

した 。とはいえ、インディアンには、合衆国憲法上の権利がインディア

ンにも保障されるようになれば、合衆国が部族の内部事項に干渉しやす

くなるとの懐疑的な意見もあり、合衆国議会は、インディアンに対する

権利を保障するとともに、部族の内部事項に干渉しないようにするとい

う微妙なバランスに配慮しなければならなかった。インディアンを合衆

国市民とすることにより合衆国と部族との「特別な関係」を終結させる

のではないか、というインディアンたちの懸念に応じて、合衆国議会は、

インディアン市民権法に「そのような市民権を認めることは、部族に対

するインディアンの権利、その他の所有に関する権利について、いかな

る意味においても損なうものではなく、また影響するものでもない」 と

明記した。しかし、そのために、同法はインディアンをとりまく経済的

状況にあまり影響しなかったともいわれている 。

⑸ インディアン再組織法

1930年代から、合衆国のインディアン政策は、再び人道的なものに転

換されることになる。大恐慌の兆候が現れつつあったこと、保留地に暮

らすほとんどのインディアンが入植者の慣習、文化および生活様式に抵

抗していたこと等、この転換を促した要因として様々なことが考えられ

るが、そもそも合衆国は、土地の割当を継続するだけの財源を確保でき

なくなっていた 。

1928年、95の保留地を訪問してインディアンの実態を調査した、いわ

ゆるメリアム報告書が刊行された 。保留地の割当区域では伝染病が蔓

延し、食糧不足も深刻である。割当地の運用に失敗して多額の負債を抱

えてしまう等、保留地に居住するインディアンのほとんどが極度の貧窮

に陥っている。教育制度の不備により、インディアンの識字率が著しく

低い。このようなインディアンの実態が報告され、もはや土地割当政策

の限界は、誰の目にも明らかとなった。合衆国政府のインディアン政策
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に対する批判や、部族の独立を回復させたいという同情的世論がいよい

よ高まると、ローズベルト（FranklinD.Roosevelt）大統領は、それま

でのインディアン政策を抜本的に転換させることを決意した 。

1933年、ローズベルト大統領は、それまでの一般土地割当法に基づく

政策を一貫して批判し続けてきたコリア（JohnCollier）をインディアン

局長に指名した。翌34年、コリア局長は、「インディアンの宗教的生活や

表現は、制限されることなく容認される。インディアンの文化的歴史は、

いかなる非インディアン集団のものともすべてにおいて同等とみなされ

る」 と宣言し、インディアン局で法案をまとめ、上院にはホイーラー

（BurtonK.Wheeler）上院議員、下院にはハワード（EdgarHoward）

下院議員をとおして提出した。1934年、合衆国議会において可決された

法律が、「インディアン再組織法（IndianReorganizationAct）」 であ

る。

インディアン再組織法の目的は、インディアンの経済状況を好転させ

るとともに、100年以上の迫害やパターナリズムによって損なわれた部族

の自治を回復させることにあった。そのため、同法には、土地の回復、

経済的地位の向上、部族の自治の確立等に関する条項が含まれている。

土地の回復については、部族が保持している土地を保護するため、部

族の成員に対する土地の割当を禁止している 。また、現存する保留地に

土地を追加する権限、すべての土地を喪失してしまった部族のために新

しい保留地を設立する権限、そして、一般土地割当法のもとで余剰地に

指定されたが、まだ非インディアンに売却されていない土地に対する部

族の単純不動産権を回復させる権限を内務省に与えている 。さらに、既

に売却されてしまった土地を買い戻す資金として200万ドルを確保して

いる 。経済的地位の向上については、部族の産業を育成するため、部族

に貸し付ける回転資金として1,000万ドル 、職業教育の実施資金として

20万ドルを確保している 。部族の自治の回復についても、ひとつ保留地

に居住するあらゆるインディアン部族は、内務長官の認めた選挙によっ

て、部族憲法を制定し 、部族議会を設立できると定めている 。もっと

も、部族の成員である成人インディアンの過半数が同法の適用に賛成し

なければ、同法はその部族に適用されない 。つまり、インディアン再組

織法は、憲法を定めて近代的政府を組織するか、伝統的政府をそのまま

維持するかを各部族の決定に委ねたわけである。この規定に基づく投票

は、同法の成立から２年間で実施され、258部族のうち、181部族が同法
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の適用を認め、77部族がこれを拒否した 。このように、ほとんどの部族

が伝統的政府ではなく、近代的政府を組織することにした背景には、同

法によってもたらされる様々な経済的支援に部族の関心が集中したこと

だけでなく、一般土地割当法に基づくインディアン政策の時期を経て、

既に伝統的政府のほとんどが実質的に消滅しており、新たな政府を組織

しなければ同法の制度にコミットできないという事情もあったものと思

われる。

いずれにせよ、インディアン再組織法は、土地の割当を終結させて先

住民族の自治および自給自足を促進させることに加えて、メリアム報告

書で明らかになったインディアンの実情に応じて、教育施策と経済施策

を実施するパッケージ立法であった。なお、同法は、合衆国のインディ

アン政策を管轄している内務省インディアン局にインディアンの優先的

な雇用を求めるなど、合衆国のインディアン政策に対するインディアン

の関与を促進させようとしている 。これによって、現在ではインディア

ン局の職員10,746名のおよそ90％をインディアンが占めているとい

う 。このような内容のインディアン再組織法は、「100年以上の合衆国の

インディアン政策において初めて、インディアン・ネーションの地位を

弱体化させようという露骨な目的をもたないものであった」 と評価さ

れている。

保留地の土地を分割することでインディアン部族を強制的に解体し、

保留地を離れたインディアンを非インディアンの生活様式に順応させよ

うとしてきたインディアン政策は、インディアン再組織法の成立により、

インディアンの各部族政府を合衆国の政治組織に倣ったものに再編し、

保留地における自治を認めるという自治尊重政策へと転換された。合衆

国最高裁も、「1934年、合衆国議会がインディアン再組織法を制定し、イ

ンディアン個人に対する土地の割当を終結させたことにより、合衆国の

インディアン政策は劇的に転換された」と評価している 。もっとも、同

法の内容については、パターナリスティックなものとの批判がある。同

法が促進させようとしている統治制度は、インディアンの伝統的な価値

観や制度と異なっており、部族は実質的に合衆国の管理に従っているに

すぎない、というわけである 。他方、同法は、部族にそもそもなかった

権限を部族に与えるものではなく、部族に固有の権限を認め、部族が自

由に行使しうる形式でそれらの権限を回復させている、との指摘もあ

る 。ともあれ、1934年から1953年にかけて、部族政府は、保留地を積極
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的に運営し、経済的発展を促進させようと努めた。土地を所有するイン

ディアンも増加し、その総面積は200万エーカーを超えた。また、合衆国

政府も、保留地の道路、住宅、福祉施設、学校、灌漑設備等を整備する

ために予算を投じた 。

⑹ 合衆国管理終結政策

戦後から1950年代にかけて、インディアン政策の重心は再び同化主義

に移りつつあった。1953年に大統領に就任したアイゼンハワー（Dwight

D.Eisenhower）は、施政方針のひとつとして、「大きな政府」からの脱

却を掲げていた。1953年、合衆国議会は、これに応じて両院共同決議108

号を採択し、「可能な限り早急に、合衆国の領土内にいるインディアンを

同じ法律に従わせること、合衆国の他の市民に適用しうる同じ特権と責

任をインディアンに与えること、そして、合衆国の被後見人というイン

ディアン部族の地位を終結させること」 を宣言した。共同決議に法的拘

束力はないものの、合衆国は、部族および保留地の解体を基調とする「合

衆国管理終結政策」に着手することなる。

同年、さっそく「一般法律280号（PublicLaw280）」 が制定され、刑

事に関する州の裁判管轄が、州内の保留地におよぶことになった。合衆

国最高裁によれば、「州の権限には、刑事の処罰と民事の規制がありうる

ところ、一般法律280号は、インディアン保留地における刑事の裁判管轄

を州に与えたが、民事の規制、すなわち州民法をインディアン保留地に

おいて適用することは認めていない」。同法は、保留地における州の裁

判管轄を、カリフォルニア、ネブラスカ、ミネソタ、オレゴンおよびウィ

スコンシンの５つの州に認めていたが、1958年にアラスカ州も追加され

た。また、同法は、これ以外の州についても、州憲法の改正や州法の制

定によって、保留地に対する裁判管轄の拡大が可能であることを認めて

いる。

もっとも、一般法律280号が制定されたからといって、合衆国議会が各

州に委任していたすべての刑事裁判管轄があらゆるインディアン保留地

に適用されるようになったわけではないようである。つまり、各州の刑

事裁判管轄が①州内のすべてのインディアン保留地、②インディアン保

留地内のすべての地理的範囲、③各州のすべての法律事項におよぶよう

になったわけではない。たとえば、モンタナ州の刑事裁判管轄は、州内

にいくつかの保留地があったものの、フラットヘッド・インディアン
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（FlatheadIndian）保留地のみにおよび、アイダホ州やワシントン州は、

州法のいくつかの犯罪についてのみ裁判管轄を拡大させたにすぎな

い 。1979年、合衆国最高裁も、「一般法律280号は、一部の刑事裁判管轄

のみを州が行使しうると想定したものであり、地域によって、あるいは

犯罪の内容によって、州の権限と部族の権限が混在している状態

（checkerboardsituation）がもたらされたとしても、州に認められた地

域と事項については、州の裁判管轄に従わなければならない」 と判示し

ている。

また、同法は、州の裁判管轄を保留地に拡大させたもの、州の捜査権

限を保留地に行使することまでは認めていない。さらに、合衆国との信

託関係が維持されているインディアンの土地に州が課税することも認め

ていない。このように、一般法律280号は、州の裁判管轄からの保護を求

める部族の要請と、そのような保護を終了させたい州の要請を合衆国と

して妥協させたものといいうる。とはいえ、「疑うまでもなく、一般法律

280号は、1950年代から1960年代末まで、合衆国議会において全般的に追

求されていた同化主義政策が反映したもの」であり 、このような妥協

は、部族と州のいずれをも満足させるものではなかった 。

なお、この時期には、内務省のインディアン局も、保留地から都市部

への移住を促進させるようになり、保留地におけるインディアンの失業

率が高いこともあって、都市部における就業支援施策を提供した。イン

ディアンには都市部で安定した雇用を確保できた者もいたが、ほとんど

のインディアンが、既に都市の抱えていた過密人口問題や失業問題に巻

き込まれることになった 。

⑺ インディアン公民権法

しかし、1960年代末になると、合衆国のインディアン政策は、再びそ

の重心を移しはじめ、部族の主権と自治を尊重し、その社会的、経済的

地位の向上を図るようになる。1968年、当時のジョンソン（LyndonB.

Johnson）大統領は、「我々は、インディアンとして今に残っているファー

スト・アメリカンの権利を合衆国市民と同様に保障しなければならない。

我々は、ファースト・アメリカンの選択の自由と自決の権利を認めなけ

ればならない」 と明言し、部族の自治と部族の成員の権利を尊重する姿

勢を示した。

1968年、合衆国議会は、「インディアン公民権法（IndianCivilRights
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Act）」 を制定した。これによって、ほとんどの合衆国憲法上の権利がイ

ンディアンにも保障されることになり、合衆国ないし州が保留地に行使

しうる権限について、それによって影響される部族の同意がなければ、

一般法律280号に基づく権限の追加が認められないことになった 。さら

に、同法は、一般法律280号に基づいて州が拡大させた裁判管轄を合衆国

政府に返還する手続も定めていた 。

インディアン公民権法は、インディアンの権利として、以下のものを

認めている 。

インディアン部族は、自治権を行使するにあたり、

① 自由な宗教活動を禁止する法律、表現または出版の自由を制限する法律、な

らびに人々が平穏に集会をする権利、および苦痛の救済を求めて政府に対し請

願する権利を侵害する法律を制定してはならない、

② 身体、家屋、書類の安全を保障され、捜索されるべき場所および拘留される

べき人または押収されるべき物件が特定され、宣誓または確約によって根拠づ

けられ、相当な理由に基づいているものでなければ、令状は発せられないとい

う権利を侵害してはならない、

③ いかなる者をも、同一の犯罪について重ねて危険にさらしてはならない、

④ いかなる者にも、刑事事件において自己に不利な証人となることを強制して

はならない、

⑤ 正当な補償なしに私有財産を公共の用のために収用してはならない、

⑥ いかなる者にも、刑事上の訴追において、迅速で公開の裁判を受け、かつ事

件の性質と原因とについて告知を受ける権利、自己に不利な証人との対質を求

める権利、ならびに自己の防衛のために自己負担で弁護人の援助を受ける権利

を否定してはならない、

⑦ 過大な額の保釈金を要求し、過重な罰金、残酷で異常な刑罰を科し、またい

かなる場合も、ひとつの犯罪に対し６月の禁固を超える刑罰ないし500ドルを超

える罰金、あるいは両方を科してはならない、

⑧ いかなる者にも、法の平等な保護を否定してはならず、また、いかなる者か

らも、法の適正な過程によらずに、自由または財産を奪ってはならない、

⑨ 私権をはく奪し、あるいは事後から遡及して適用させるいかなる法律も制定

してはならない、

⑩ 禁固刑を科される犯罪で起訴されたいかなる被告人にも、請願によって６名

以上の陪審による裁判を受ける権利を否定してはならない。

インディアン公民権法によって、合衆国憲法上の権利がインディアン
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にもほぼそのまま保障されることになったが、留意すべき相違もある。

たとえば、同法には、「市民が武器を保持する権利」を保障している合衆

国憲法の第２修正に該当する条項がない。また、合衆国憲法の第６修正

は、訴追された低所得者について、「政府負担」で弁護人の援助を提供す

るよう州政府と合衆国政府に求めているが、⑥では、弁護人の援助を「自

己負担」で受ける権利にとどまっている。合衆国議会では、「政府負担」

にしなければ訴追された部族に過度の経済的負担をかけることになる、

との懸念も示されたが、インディアン保留地における弁護人が不足して

いたことからこのように規定されたという 。弁護人の援助に関する権

利を制限した同法は、「訴追された被告人から弁護人の援助なくとった供

述を証拠として採用することはできない」 という「合衆国最高裁の判例

を部族裁判所におよばないものにしてしまった」 といわれている。

なお、①では、自由な宗教活動が保障されているものの、部族による

宗教の設立は認められていない。このことは、合衆国政府による宗教の

設立を認めていない合衆国憲法と同様だが、合衆国によって承認された

部族であっても、政府と宗教が密接に関係しており、いわゆる政教分離

が確立されていないものもある。合衆国議会は、個人の宗教活動の自由

が保障されているならば部族政府の政教分離を徹底させなくてもよいと

は考えていなかった。

さて、インディアン公民権法によって、インディアンにも合衆国憲法

上の権利が保障されるようになったものの、その条項から明らかなよう

に、同法は、部族政府が自治権を行使するにあたって「してはいけない」

ことを定めたもの、すなわち、合衆国憲法によって部族政府の行使しう

る権限を制限したものである。

既述のとおり、1832年のウースター対ジョージア州事件合衆国最高裁

判決において、マーシャル首席裁判官は、インディアン部族について「異

なる独立した政治的共同体であって、固有の自然権を保持している」こ

とを認めていた。また、合衆国最高裁は、1896年にも「部族は合衆国議

会の絶対的な権限および合衆国憲法の一般条項に従っているものの、（陪

審による裁判、デュープロセス、財産権等を保障する）第５修正が部族

の内部事項には適用されない」 ことを明らかにしていた。したがって、

以下のような主張をする人々からすれば、すなわち「インディアン・ネー

ションが合衆国政府によって承認されてきたとはいえ、合衆国憲法およ

び権利章典は、インディアンが参加していなかった社会契約の内容が記
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されたものであって、インディアンは、その社会契約がなされるはるか

以前に独自の社会契約をしている」、「合衆国憲法も権利章典もインディ

アンの部族政府には適用されず、表現の自由や公平な陪審による裁判が

否定され、違法な捜査や押収がなされているとしても、それこそがイン

ディアン共同体の慣習法である」、「部族は、合衆国憲法に基づく権限と

して部族の成員に刑罰を科しているのではない」、あるいは「部族政府は、

州政府および合衆国政府の行為を規制している憲法から除外されてい

る」などと主張する人々からすれば、同法は、部族に関する事項に合衆

国が不当に干渉するものということになろう。他方、部族政府の独裁的

ともいいうる行為を制限する重要な法律だと考える部族の成員も少なく

なかったという 。

1962年、合衆国議会上院司法委員会の「憲法上の権利に関する小委員

会（SubcommitteeontheConstitutionalRights）」が部族政府の公正

な権限行使に関する公聴会を設けたところ、参考人として証言した部族

の成員によって、部族政府による権限行使の実態が明らかになった。す

なわち、部族政府の役人が横暴で一部の成員ばかりを贔屓していること、

選挙結果が不正に操作されていること、部族裁判所が政府のいいなりで

決定も恣意的であること、刑事裁判において公平な審理が妨げられてい

ること、そして部族の法律に定められている権利が部族の成員に、とり

わけ部族の選挙で落選した候補を支持した成員に保障されているとはい

えないこと等である。証言した部族の成員たちは、部族政府による権限

の濫用から部族の成員を保護する法律を制定するよう、合衆国議会に嘆

願したという 。

しかし、公聴会では、このような主張と争った部族の成員、あるいは

選挙によって選出された部族政府の役人も少なくなかった。たとえこの

ような主張が正しいとしても、部族の内部事項に合衆国が干渉する必要

はない。部族政府に不満を抱いている部族の成員は、「白人の法律」を部

族に適用させるよう外部の人々に働きかけるのではなく、部族の内部で

その不満を解消するよう努めるべきである。このような主張の他に、イ

ンディアンが個々人の要求や利益に優越する「共同体の権利（rightsof

thecommunity）」を歴史的に有してきたことを理由に、部族政府に保障

させることのできる権利が個々の成員に与えられているという考え方を

認めない参考人も少なくなかった。

合衆国議会には、合衆国憲法が部族の権限に適用されていないこと、
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その結果、何万もの合衆国市民が、権利章典によって保障されている市

民としての自由を尊重しなくてもよい政府のもとで生活しているという

ことを認識していた議員はほとんどいなかった。このような状況を明ら

かにした公聴会の証言は、議員たちにとって悩ましいものであった。た

とえば、ネブラスカ州選出のフルスカ（RomanL.Hruska）上院議員は、

「部族政府の役人が権限を濫用しているとの証言は、衝撃的で驚かざるを

えないもので、部族政府の権限が憲法によってチェックも制限もされて

いないと聴いて唖然としている」と報告している 。「憲法上の権利に関

する小委員会」の議長、ノース・カロライナ州選出のアーヴィン（Samuel

J.Ervin）上院議員も「すべてのアメリカ人に権利章典が保障されてしか

るべきである」として、なんらかの対応を協議していくことを明らかに

した 。以上のように、インディアン公民権法の制定は、この公聴会の結

果といえるわけである。

なお、インディアン公民権法は、「人身保護令状の権利は、合衆国の裁

判所においてインディアン部族が決定した拘留の適法性を審査するた

め、いかなる者に対しても有効である」 と定めており、合衆国議会は、

合衆国の司法権を部族政府に優越させている。この規定について、合衆

国最高裁は、「同法のもとで、合衆国による唯一の救済手段を提供するも

の」と評価しつつも、合衆国議会には必要以上に部族政府ないし部族の

自治に干渉する意思はなく、人身保護令状以外の救済は、部族に関する

事項に対する合衆国最高裁の不当な干渉になりうるとして、慎重な姿勢

を示した 。

この合衆国最高裁判決は、サンタ・クララ・プエブロ対マルティネス

（SantaClaraPueblov.Martinez）事件において示されたものである。

この事件は、プエブロ族の男性と他部族の女性との子どもはプエブロ族

として認定されるのに、プエブロ族の女性と他部族の男性との子供は認

定されないというプエブロ部族の認定要件をめぐる争いであり、他部族

の男性と結婚して子ども産んだプエブロ族の女性が、自分の子どもをプ

エブロ族として認めない部族政府の行為はインディアン公民権法に定め

られた「法の平等な保護」に違反しているとして、部族政府および救済

のために州の権限を行使しない州知事を訴えたものであった。この事件

の判決において、合衆国最高裁が部族の内部事項に関する審査に慎重な

姿勢を示したことから、補償なく財産を押収された部族の成員や、「法の

平等な保護」を侵害された部族の成員が合衆国最高裁に実質的な救済を
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期待することは難しくなった、といわれている 。

人身保護令状の権利は、部族政府による身柄の拘束が合法といえるか

どうかの審査にのみ行使しうるものであって、合衆国最高裁が部族政府

に裁判管轄をおよぼす法的基盤としては脆弱にすぎる。インディアン公

民権法は、部族の成員にも合衆国憲法上の権利を保障するためのもの

だったが、部族の自治を尊重することと、部族の成員に憲法上の権利を

保障することのバランスをどのように確立していくかは、難しい課題と

なっている。インディアン公民権法の制定は、インディアン部族とその

成員のみを対象とする法律や施策が合衆国憲法の保障する「法の平等な

保護」に抵触するのではないか、という疑義を非インディアンにもたら

すことにもなったといえよう。

⑻ 多文化主義政策

ともあれ、インディアン公民権法が制定されて以来、合衆国では、「自

治尊重政策」が基調となった。終結宣言が可決された時期に合衆国の副

大統領だったニクソン（RichardM.Nixon）も、大統領に就任後の1970

年に、「インディアンのコミュニティを脅かすことなく、インディアンの

自治能力を高めてゆくことは、あらゆる合衆国の政策の目標でなければ

ならない」 と主張し、自治尊重政策を継続した。1974年には「インディ

アン融資法（IndianFinancingAct）」 が制定された。同法において、

合衆国議会は、「インディアン部族がその資源の利用と管理に対する責任

を十全に果たせるようにし、インディアン部族の生産努力によって、周

辺の非インディアン共同体が享受している生活水準と同等の生活水準を

享受させるために、インディアンの物質的資源および人的資源の発展と

利用を促進させるための基金を提供する」 と宣言した。具体的には、イ

ンディアン個人の経済状況を向上させるためにインディアン回転貸付基

金（IndianRevolvingLoanFund）が創設され、福利を提供するために

1975年から1977年の年度予算において２千万ドルを超えない財源を確保

することが定められた 。また、インディアンによる事業と雇用を創出

するため、保留地内およびその周辺に企業を設立すること、福利を提供

するための補助金を企業の設立に充てることが認められ、インディアン

による事業発展施策のために1975年から1977年の年度予算において１千

万ドルを超えない財源を確保することが定められていた 。1975年には

「インディアン自治・教育支援法（IndianSelf-DeterminationandEduca-
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tionAssistanceAct）」 が制定され、医療、教育、福利、法律の施行等、

保留地における合衆国政府の様々な施策を部族政府が管理できるように

なった。

1983年にはレーガン（RonaldW.Reagan）大統領も部族の自治を支持

することを明らかにし、1988年には「インディアン賭博規制法（Indian

GamingRegulatoryAct）」 が可決された。同法は、インディアン部族

の経済的発展のため、インディアンが保留地におけるカジノ経営によっ

て利益を増やすことを認めたものであった。

1990年には、コロラド州選出のキャンベル（BenNighthorseCamp-

bell）下院議員とアリゾナ州選出のキル（JonKyl）下院議員によって提

出された「インディアン美術・工芸法（IndianArtsandCraftsAct）」

案が可決された。同法では、インディアン製品（Indianproduct）、ある

いは合衆国内に居住するインディアン、インディアン部族およびイン

ディアン美術工芸協会（IndianArtsandCraftsAssociation）の製品

であると虚偽表示して美術工芸品を販売する者に、刑事罰として、個人

的犯罪であれば100万ドル以下の罰金もしくは５年以内の懲役、組織的犯

罪であれば500万ドル以下の罰金を科すこと、および損害賠償請求に関す

る民事訴訟手続が定められた。この法律の施行は、伝統的な美術工芸品

の製作、販売により生活しているインディアンの経済状況を回復させ、

模造品によるブランド・イメージの低下を抑えることにつながった。

以上のように、インディアン公民権法の制定から現在までに合衆国議

会が確立し、合衆国政府によって実施されているインディアン政策は、

多文化共生あるいは多文化主義を基調としている。しかし、本章におい

て概観してきたように、これまでのインディアン政策は、部族の自治を

尊重する時期と部族の解体を基調とする時期をくり返してきており、多

文化主義を基調とするインディアン政策が今後も安定的に続くと楽観す

ることはできない。実際に、2009年頃から合衆国において拡大した

ティー・パーティ運動で積極的に活動し、2011年にケンタッキー州から

選出された共和党のポール（RandalH.Paul）上院議員は、「小さな政府」

を理想として掲げ、オバマ（BarackH.Obama）政権に対して内務省イ

ンディアン局の廃止やインディアンの福利厚生予算の大幅な削減を要求

している。内務省は、「ポール上院議員によるインディアン局の予算廃止

といった『合衆国管理終結宣言時代』さながらの主張は、実際にインディ

アン・カントリーを荒廃させかねない、原理的混乱をもたらすものであ
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る」と応じたという 。

⑼ 小 括

本章のはじめにおいて指摘したとおり、アメリカ合衆国のインディア

ン政策、あるいはその基礎を提供するインディアン法は、合衆国内に居

住するインディアンは保護されるべき集団なのか、それとも、衰退して

やがて消滅する集団、あるいは消滅させるべき集団なのか、という緊張

関係にある両認識の間で重心移動をくりかえしてきた。いうまでもなく、

その重心移動は、合衆国において圧倒的な割合を占めている非インディ

アンの都合によってもたらされたものである。しかし、インディアン政

策史をたどってみると、重心移動の軸が実際にはひとつではなかったこ

とがわかる。

アメリカ大陸に続々と移住している非インディアンのために土地を獲

得する必要性に迫られた合衆国は、インディアンが居住している土地を

獲得しようとインディアンを保留地に移住させることにした。そして、

インディアンをミシシッピ川の西に移住させてもなお土地が必要だった

ことから、移住させた保留地の土地を獲得するために「一般土地割当法」

が施行された。合衆国は、「一般土地割当法」によって、保留地の土地を

インディアンに割り当て、余った土地を獲得するとともに、インディア

ンを非インディアンの生活様式に順応させて経済的自立を促すことをも

くろんでいた。同法が施行されてから、土地の獲得をめぐる課題につい

ては一応の解決をみたものの、インディアンは農業に従事することも、

都市部で就職することもなく困窮に喘ぐばかりで、インディアンを非イ

ンディアンの生活様式に順応させることはきわめて困難であった。

「一般土地割当法」が制定されるまでのインディアン政策の重心移動

は、インディアン部族を存続させるか、それとも解体して消滅させるか

をめぐるものだったといえる。しかしながら、土地を獲得するためにイ

ンディアン部族を解体、消滅させる必要性がなくなり、さらにインディ

アンを非インディアンに同化させるという意味でインディアンを消滅さ

せるにしても、合衆国の財源から多額の予算を供出しなければならず、

それでもなお同化させることが困難であると判明してからは、インディ

アン部族の解体、消滅を指向するベクトルにインディアン政策の重心が

移動することはなくなる。

こうして、「一般土地割当法」の限界が明らかになった時期には、イン
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ディアンの利益が非インディアンの不利益になるという関係が、必ずし

も成立しなくなっていた。インディアン部族の自治によって部族とその

成員の経済的自立が達成されるという想定は、インディアンと非イン

ディアンのいずれにとっても好ましいものであり、インディアンの 落

は、インディアンの不満が非インディアンに向けられる危険性等に鑑み

れば、いずれにとっても好ましくないものだったからである。したがっ

て、「インディアン再組織法」以降のインディアン政策の重心は、インディ

アンの社会的および経済的地位の向上を前提として、その実現を合衆国

のパターナリスティックな干渉に委ねるべきか、経済的自立に向けた部

族の努力に委ねるべきかをめぐって移動してきた、ということができよ

う。

土地を求める非インディアンの要求に応じる施策については、あまり

議論の余地がなかった。しかし、インディアンないしインディアン部族

の経済的自立を達成させるための具体的な施策には、様々なものがあり

うる。とりわけ、「インディアン再組織法」以降、統治制度の近代化を推

進させた部族もあれば、伝統的統治制度を維持している部族もあって、

インディアン部族といっても、その実情はそれぞれ異なっている。その

ため、合衆国に対する部族の要求は多様化している。部族の実情が異なっ

ているとなれば、合衆国政府のみならず部族政府の努力も評価の対象に

なって、インディアン部族に対する非インディアンの評価も多様化して

くる。合衆国は、インディアン施策として何をなすべきか。このことは、

既に難しい課題となっている。

このような状況は、1968年の「インディアン公民権法」の制定によっ

てさらに複雑になったように思われる。インディアンが「インディアン

である」ことと「人である」ことはいずれも真であるが故に、人が人で

あることのみに基づいて、すべての人に与えられる合衆国憲法上の権利

がインディアンにも保障されるようになったことは、インディアンをイ

ンディアンとしてしか捉えてこなかったインディアンと非インディアン

に、悩ましい課題をもたらすことになった。その課題は、とりわけ「法

の平等な保護」をめぐるものであり、インディアン施策において、「イン

ディアンである」ことと「人である」ことのバランスをどのように確立

するべきか、というものである。サンタ・クララ・プエブロ対マルティ

ネス事件において、部族の女性と他部族の男性との間に産まれた子ども

を成員として認めない部族の認定法が「法の平等な保護」に違反すると
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主張したプエブロ族の女性のように、「法の平等な保護」という概念をと

おして、部族政府の存在等に疑問を抱くようになったインディアンも少

なくないが、非インディアンも、インディアン部族とその成員のみを対

象とする特別な施策等に疑問を抱くようになっている。

３章では、現在の合衆国におけるインディアン法の基本原則、インディ

アン法の主体、そしてインディアン政策を実質的に管轄している内務省

インディアン局の権限等を確認し、４章において、非インディアンから

提起された訴訟、すなわちインディアン部族とその成員のみを対象とす

る合衆国政府の優遇措置が「法の平等な保護」に違反しているかどうか

が争われた事件の合衆国最高裁判決をとおして、インディアン部族とそ

の成員のみを対象とする施策が正当とされてきた理由について検討す

る。
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On thelegal status ofNativeHawaiians

in theUnited States (1)

Ken-ichiOCHIAI

TheUnitedStateshas“IndianLaw”,whichisthebodyoflawdealing

with thestatusofIndiantribesandtheirspecialrelationship to thefederal

government. In theUnitedStates,thesubjectsoftheIndian lawareonly

the Indian groups which were recognized as the tribe by the federal

government and themembers ofthesegroups. Whilethefederalgovern-

ment has recognized 566 Indian groups as tribes until now, Native

Hawaiians have never been recognized as a tribal group. Therefore

Native Hawaiians are not the subjects of the Indian law but American

citizens.

Therefore,in 2000,a billof“NativeHawaiianGovernmentReorgani-

zationAct”wasintroducedintotheCongressbySenatorDanielAkakaand

DanielInouyefromHawaii. To summarize,thisbilldemandsthefederal

recognition as a tribe. It has never passed theCongress until now. To

consider whyNative Hawaiians want the federal recognition as a tribe,

thispaperhastoaffirmthemeritsofthefederalrecognitionandcheck the

present politicaland legalcondition ofNativeHawaiians.

Furthermore, after about 1980, the special measures, what we call

AffirmativeActionswhich the federal government carried out for Indian

tribesanditsmemberscametobecriticizedforbreaking theequalprotec-

tion clause in the Constitution. Such criticism has appeared in the law-

suits over themeasures. This situation is also thesamewith the special

measures which the federal government or the State of Hawaii is im-

plementing for Native Hawaiians. Since Native Hawaiians are not a

tribe, the current situations of the criticism over themeasures aremuch

more serious. Therefore, this paper will follow the Judgments of the

FederalSupremeCourt in such cases.

In a nutshell, the Federal Supreme Court has held that the special

measures only for Indian tribes are not unconstitutional because these

measures are not basis on the “racial”but “political”classification.

Indeed,manyindividualswhoareraciallytobeclassifiedas“Indians”but

notamemberofanytribes,andManyIndiangroupswhichhaveneverbeen

recognized as a tribe have been excluded from the operations of such

measures. So, these decisions of the court have the opposite effect on

NativeHawaiianswho arenot a tribe.
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InChapter2,thispaperwillsurveythechangesoftheIndianlawsand

theIndian policieswhich based on theIndian lawsfrom thefoundationof

theUnited States to thepresent.
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